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研究成果の概要（和文）：　本研究の研究成果として、各国の診療報酬体系は原価計算に基づく報酬設定というスタイ
ルを取っていない点で共通であるという知見を得た。ここで日本の診療報酬体系は統一的で極めて精緻なシステムを構
築していることが理解できたものの、医療保障を実現するための供給サイドに対しては、診療報酬に偏重しているため
、医療施設等のスクラップアンドビルドに柔軟性を欠くとの仮説を獲得するに至った。
　このため、本研究はテーマを、医療施設をはじめとする医療保障体制全般にシフトチェンジし、基盤（A）の研究に
転換することとした。

研究成果の概要（英文）： Through this study, we could understand it was common all over the world that 
the medical treatment fees system didn't adopt the cost accounting system. And we got the idea that 
Japanese medical treatment fees system was very precise and have structural uniformity. On the other 
hand, we often/always use medical treatment fees system for controlling medical facilities and can say 
the way of control weights on such a system without well-balanced. We are to share a hypothesis that it's 
difficult to make a scrap and build of medical facilities under too much emphasis on medical treatment 
fees.
 Basing of this hypothesis, we shifted this study from Scientific Research (B) to Scientific Research 
(A). Under Scientific Research A, we are make researching on Medical system in general including medical 
facilities.

研究分野： 社会保障法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
 高齢化の進展と医療技術の進歩は各国の
医療費を増加させ、医療費問題は先進諸国に
共通する大きな政策課題となっている。アメ
リカ・オバマ政権における医療保険制度の導
入、ドイツにみられる 90 年代以降の疾病保
険制度構造改革、あるいはフランスにおける
2004 年の医療保険改革などは、医療費の上昇
傾向に何とか歯止めをかけようとする努力
の表れである。このような状況に関連して、
例えばアスピン・アンデルセン『The three 
worlds of welfare capitalism（邦訳：福祉資本主
義の 3 つの世界）』が先進諸国の社会保障制
度を 3 つのモデルで分析したり、医療保障制
度に対象を限定してブルーノ・パリエが『La 
réforme des systèmes de santé（邦訳：医療制度
改革）』を出版している。アスピン・アンデ
ルセンのモデル提示に対しては、類型化に集
中するあまり、各国における制度展開の独自
性や特殊性などを等閑視するとの批判がみ
られる。また、ブルーノ・パリエの研究も結
局のところ、対象を医療制度に限定している
が、各国の医療制度を 3 つに分類したに過ぎ
ないとの指摘もみられる。 
 他方、わが国における診療報酬制度に関す
る研究は、経済学、特に医療経済学の分野に
おいて、一定の成果が得られている。本研究
に関連するものでも、①遠藤久夫・池上直己
編著『医療保険・診療報酬制度』（勁草書房、
2005 年）や②西村周三・田中滋・遠藤久夫編
著『医療経済学の基礎理論と論点』（勁草書
房、2006 年）がみられる。これらの研究は、
わが国の医療経済学をリードする研究であ
るが、当然のことながら経済学的分析手法
（財の特性や医療費の経済分析など）に止ま
るものである。 
 わが国の医療保障体制は、世界にも類をみ
ないフリーアクセスを誇ってきた。しかし、
2009 年における国民医療費の対国民所得比
は遂に 10%の大台に乗った。そのうえ、医師
不足とともに医師・医療機関の地域的偏在が
顕著となる一方、ドクターショッピングに代
表されるように患者側の“濫療”の問題が指
摘されている。さらに、サービスの適用範囲
のあり方とも密接に関連する混合診療の問
題も火種を残している。これらの問題を総合
的に・体系的に解決するためにも、規範論や
システム・ガバナンスの研究を通じた法学的
な理論研究が必要である。そして、診療報酬
体系の国際比較は、このような医療保障体制
に関する基本的な理論研究のための必要不
可欠な基礎研究と位置づけられる。 
 
２．研究の目的 
 
 診療報酬は医療保険制度における財源の
大きさと給付内容を定める極めて重要な概
念であるにもかかわらず、経済学的な研究ア
プローチはみられるものの、法学的な検討お

よび比較法的検討はほとんど行われてこな
かった。 
 国民医療費が対国民所得比 10%の大台に
乗った今日、これまでと同様のアクセスバビ
リティを確保すると同時に、適切な水準の医
療を提供し続けるためには、限られた財源を
有効に用いなければならないから、医療費を
適正に配分することが今まで以上に求めら
れることになる。本研究は、主要国の医療提
供体制を検討したうえで、各国の診療報酬体
系の構造分析を通じて、わが国の診療報酬体
系の特徴と問題点を明らかにするとともに、
今後の制度改革に関する基本的な視点の提
供を目的とする。 
 本研究は、診療報酬の比較法的研究を行う
ことによって、医療保障体制のあり方、ある
いは体制再構築における基本的視点を提供
しようとするものである。 
 わが国の社会保障制度は社会保険を柱と
するといわれるものの、財源に占める租税の
割合は高い。この意味で、社会保険（医療保
険）方式だけでなく、国民医療サービス方式
も検討対象とし、社会保険方式との比較検討
が必要不可欠である。 
 先に示した研究期間内での研究課題に即
していえば、i 医療保障体制の考察について
は、具体的には、医療保険本体の検討にとど
まらず、わが国でいえば一部負担金に相当す
る部分の相互扶助システムの有無や民間保
険の併存状況、あるいは社会扶助と医療保障
との関係を明らかにする。ii 供給サイド・需
要サイドにおける問題については、その背後
に診療報酬体系がいかなる役割を果たし、ど
のような影響を与えているかを検討する。iii
の検討課題については、社会保険方式と国民
保健サービス方式との総合的な比較検討が
研究の目的となる。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究を行うために、研究ユニットとして
社会保険班、NHS 班および基礎理論班を設け
る。各班は、それぞれ複数の対象国を検討す
るものとし、できるだけレンジの広い検討を
行う。また、医療供給体制を含めた医療保障
体制の把握が前提となるため、地域医療計画
（病床規制や医療機関の配置等を含む）、医
療の質に対する規制のあり方、医学教育、医
師優遇税制、医療事故に対するシステムなど
に関する研究課題は社会保険班・NHS 班共通
の課題であるから、これらは社会保険方式と
NHS 方式の違いを意識しつつ、個別のテーマ
についても一定の研究成果をあげている研
究者を結集し、研究組織全体での活発な研究
討論を行う。また、進捗状況に応じて、各分
野の専門家による情報提供を受けることに
よって、全体的な研究進度を確保する。 
 本研究組織の特徴は、第一に、日本社会保
障法学会における医療分野の専門家をほぼ
網羅した研究組織となっている。このため、



社会保険方式を採用しているドイツ・フラン
ス、韓国および日本、NHS 方式を採用してい
るイギリス・オーストラリアおよびアメリカ
について、これまでの研究業績を前提とした
考察が可能である。第二に、本研究組織は、
すでに第 58 回日本社会保障法学会共通シン
ポジウム『医療制度改革の到達点と今後の課
題』（2010 年 10 月）終了後、研究組織を立ち
上げ、本研究の前段をなす医療保障体制の比
較研究に着手しており、有機的連携体制のも
とで、これらの先行研究をより一層深化発展
させるためのものである。第三に、これまで
の人的ネットワークを駆使して、広範な研究
課題に多角的総合的に取り組むことが可能
となっている。かくして、平成 24 年度から
漸次 4 カ年計画で、医療保障体制の概要確
認・診療報酬体系の分析軸および検討仮説の
提示、検討仮説に基づく各国調査と医療供給
体制の分析、各国調査と研究成果公表の準備、
成果の公表という予定で研究を進めた。 
 
４．研究成果 
 
 本研究の研究成果として、2014（平成 26）
年 10 月 18 日（於静岡大学）、日本社会保障
法学会において共通シンポジウム「診療報酬
による医療保障の規律―国際比較と日本の
対応」を担当した。そこでは、本研究組織に
おける研究代表者、研究分担者および連携研
究者 5 名により、フランス・イギリス・ドイ
ツおよび日本に関する報告がなされ、報告の
一部は日本社会保障法学会誌 30 号『転換期
の障害者法制・診療報酬制度』（法律文化社、
2015 年 5 月）として掲載された。さらに、2016
（平成 28）年の診療報酬の改定作業をにらみ
ながら、これまでの研究成果を『世界の診療
報酬（仮題）』として公刊する予定である。 
 原価計算に基づく報酬設定というスタイ
ルを取っていない点で各国共通であるとい
う知見を得るとともに、日本の診療報酬体系
は統一的で極めて精緻なシステムを構築し
ていることが理解できた。その反面、医療保
障を実現するための供給サイドに対しては、
診療報酬に偏重しているため、医療施設等の
スクラップアンドビルドに柔軟性を欠くと
の仮説を共有するに至った。このため、本研
究はそのテーマを、医療施設をはじめとする
医療保障体制全般にシフトチェンジし、基盤
（A）の研究に転換することとした。 
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